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（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

平成 28 年５月 13 日に発表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」について、一部訂正すべ

き事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は網掛けで表示しております。 

 

記 

 

１．訂正箇所 

別紙「定款変更の内容」のうち、第 29条 

 

２．訂正内容 

 【訂正前】      

現 行 定 款 変 更 案 

第29条〔取締役の報酬〕 

取締役全員分の月額報酬総額の上限枠は、

株主総会の決議をもって定める。 

 

第29条〔取締役の報酬〕 

取締役全員分の月額報酬総額の上限枠は、

監査等委員である取締役とそれ以外の取締役

とを区別して、株主総会の決議をもって定め

る。 

 

【訂正後】                         

現 行 定 款 変 更 案 

第29条〔取締役の報酬〕 

取締役全員分の月額報酬総額の上限枠は、

株主総会の決議をもって定める。 

 

第29条〔取締役の報酬〕 

取締役全員分の年額報酬総額の上限枠は、

監査等委員である取締役とそれ以外の取締役

とを区別して、株主総会の決議をもって定め

る。 

 

以 上 
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